
悩みを抱えるあなたへ、一人で悩まず相談を
『人権擁護委員』はあなたの街の相談パートナー

  人権擁護委員とは？
　市町村長の推薦を受け法務大臣から委嘱された民間
ボランティアで、約14,000名が全国の市町村に配置
されています。

  こんな活動をしています
■相談
 法務局や市役所などで人権に関する相談や電話、
インターネットでの相談も行っています。
・いじめ、いやがらせ
・体罰、暴行、虐待
・差別、名誉毀損
・プライバシーの侵害
・セクシュアル・ハラスメント
・近隣トラブル　
・インターネットでの誹謗中傷 　など

相談無料、秘密は守ります。安心してご相談ください。（予約不要）

  市人権相談
■日時　毎月10日(土・日曜日、祝日の場合は翌開庁
　　　　日)午前10時～正午
■場所　はぴすしらおかボランティアビューロー
　　　　※相談会場が変更となる場合があります。

  特設人権相談
　6月の人権相談は、時間を延長して実施します。
■日時　6月10日(水)午前10時～午後3時
■場所　はぴすしらおかボランティアビューロー

  電話相談　　平日 午前8時30分～午後5時15分
・みんなの人権110番　　　☎0570（003）110
（自動音声ガイダンスに従い、1番を入力すると女
性の人権問題に関する相談が可能です。）

・こどもの人権110番　　　☎0120（007）110

  インターネット人権相談(予約不要)

　　　　　相談はこちら▶

　こどもの人権SOSミニレター
　電話では話しにくい、勇気がいるといったこどもの
気持ちに配慮した、手紙による相談です。小・中学校
に専用の用紙を配布し、寄せられた手紙に返事を書い
ています。緊急の場合は関係機関に連絡を取るなど救
済に結び付けています。

人KENまもる君
人権イメージキャラクター

人KENあゆみちゃん

問合せ 　地域振興課人権担当

「誰かのこと｣じゃない

  調査・救済
　｢人権を侵害された｣というかたから申告を受けた場
合、法務局の職員と協力して、調査・処理に当たりま
す。

  啓発
■ 人権教室
　小・中学校を訪れ、いじめなどについて考える機会
を通じて、相手への｢思いやり｣のたいせつさを伝えて
います。

■ 全国中学生人権作文コンテスト
　中学生が日常での経験をもとに人権問題について作
文を書くことで、豊かな人権感覚を身につけることを
目的に実施しています。

■ その他
　小学生を対象に花苗を配布し、こどもたちが協力し
て花を育てることで命のたいせつさや思いやりの心を
育む｢人権の花運動｣やイベント会場での啓発活動など
をしています。

  白岡市の人権擁護委員
　淺野　悦子さん（上野田）　黒須　琢也さん（西）
　林　由紀江さん（新白岡）　吉澤　俊一さん（下野田）

よしざわ しゅんいちはやし ゆ  き   え

あさ の えつ こ くろ す たく や

　 他人の喫煙の影響｢受動喫煙｣
　喫煙者が吸っている煙だけでなく、タバコから立
ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にもニコチンなどの
有害物質が含まれています。その煙を吸うことで、
肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、虚血性心疾
患、脳卒中のリスクは上昇するとされています。さ
らにこどもの呼吸器疾患や中耳炎、乳幼児突然死症
候群、妊婦は低体重児や早産のリスクが上昇します。

　 加熱式タバコの健康影響
　最近広く使用されるようになった加熱式タバコの
煙には、多くの種類の有害物質が含まれているもの
の、ニコチン以外の有害物質量は少なかったと報告
されています。しかし、たばこ葉が材料であり火を
つけるつけないにかかわらず、ニコチンや発がん性
物質に曝露されるという点で健康への悪影響の懸念
があります。

　 ｢禁煙外来」を利用して上手に禁煙！
 禁煙外来では、ニコチンによる禁断症状を和らげ
る禁煙補助薬を処方してもらえるほか、無理なく禁
煙する方法をアドバイスしてくれます。
　6か月間以上続く禁煙の成功率は自力で禁煙した
場合に比べて4～6倍高く、日本の禁煙外来の成績
では治療終了時点で7～8割の人が禁煙に成功して
います。また、禁煙治療は要件を満たせば健康保険
が適用されます。

　 駅ロータリー内の喫煙は禁止です
　市民などの身体や財産の安全の確保、喫煙マナー、
環境美化意識の向上、受動喫煙による健康への悪影
響の防止を図り、安全で快適な生活環境を確保する
ため、｢白岡市路上喫煙の防止の関する条例｣を令和
7年4月1日に制定しました。

5月31日は
世界禁煙デー世界禁煙デー
5月31日～6月6日は禁煙週間

問合せ 
健康増進課成人保健担当

がん検診・肝炎ウイルス検診・歯周疾患検診がん検診・肝炎ウイルス検診・歯周疾患検診
検診を受けましょう

 胃がん検診、肺がん・結核検診、大腸がん検診
対象　40歳以上のかた(胃がん検診の個別検診は
　　　50歳以上のかた)
期間　6月～令和9年1月(胃がん検診の個別検診は2月)
 乳がん検診
対象　40歳以上の昨年度未受診の女性
期間　6月～令和9年1月
 子宮頸がん検診
対象　20歳以上(集団検診の場合は30歳以上)の

昨年度未受診の女性
期間　6月～令和9年1月
 肝炎ウイルス検診
対象　40歳以上で一度も検診を受けたことがないかた
期間　6月～令和9年1月

 成人歯周疾患検診
対象　今年度20・30・40・50歳になるかた
期間　6月～12月

　がん検診は、集団検診(はぴすしらおか)と、個
別検診(各医療機関)を実施しています。
　詳細は検診受診券、市公式ホームページをご確
認ください。

▶▶がんは早期に見つかると治る病気
　がんは2人に1人が発症する可能性がある身近な病気です。
　症状がなくても、定期的に検診を受けることはたいせつです。
　早期発見・早期治療により、生存率が90％以上と大きく高まります。

▶▶沈黙の臓器｢肝臓｣
　肝炎ウイルスに感染していても気付かず進行してしまい、最悪の場合、がん化するおそれがあります。
　一度も肝炎ウイルス検査をしたことがないかたは検診で確認をしましょう。

▶▶お口のケアはしていますか
　歯周病は成人期に歯を失う大きな原因になりますが、初期の段階では自覚症状はほとんどありま
せん。検診を受けて早期にケアをしましょう。

　対象のかたに、5月上旬に検診受診券を送付します。受診券が届いたかたは受診方法を確認のうえ受
診してください。

問合せ 　健康増進課成人保健担当

▲
成人歯周疾患検診

▲
がん検診、肝炎ウイルス検診

禁煙外来・禁煙クリニック一覧▶
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